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公益財団法人埼玉県消防協会定款 

                               

   第７章 理事会 

 （構 成） 

第２９条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

 （権 限） 

第３０条 理事会は、次の職務を行う。 

（１）この法人の業務執行の決定 

（２）理事の職務の執行の監督 

（３）会長、業務執行理事である副会長、業務執行理事でない副会長及び常務理事の選 

定並びに解職 

 （種類及び開催） 

第３１条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の２種類とする。 

２ 定時理事会は、毎年度６月に開催するほか、３月に開催する。 

３ 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催することができる。 

 （１）会長が必要と認めたとき。 

 （２）会長以外の理事又は監事から会長に対し、理事会の目的である事項を記載した書

面をもって理事会招集の請求があったとき。 

 （３）前号の規定による請求があった日から５日以内に、その請求があった日から２週

間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合に、その請求をした理

事又は監事が招集したとき。 

 （招 集） 

第３２条 理事会は、会長が招集する。 

２ 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 

 （議 長） 

第３３条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 

 （決 議） 

第３４条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半

数が出席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１９７条に

おいて準用する同法第９６条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみ

なす。 

 （議事録） 

第３５条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 


